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日
本
に
初
め
て
法
律
が
で
き
た

の
は
８
世
紀
初
頭
。
律
令
国
家
だ

っ
た
隣
の
国
・
唐
（
当
時
の
中
国
）

を
手
本
に
「
大
宝
律
令
」
を
制
定

し
た
こ
と
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
か
ら
１
３
０
０
年
余

り
、
日
本
の
法
律
は
時
代
に
合
わ

せ
て
そ
の
形
を
変
化
さ
せ
て
き

た
。
そ
し
て
現
在
は
、
憲
法
を
頂

点
に
民
法
、
商
法
、
刑
法
、
民
事

訴
訟
法
、
刑
事
訴
訟
法
…
と
い
う

１
８
２
９
の
法
律
（
２
０
１
１
年

３
月
１
日
現
在
）
と
そ
れ
ら
を
支

え
る
下
位
規
範
が
体
系
的
に
整
備

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
が

社
会
秩
序
の
維
持
と
国
の
発
展
を

支
え
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
現
在
の
日
本
の
法
体

系
が
形
づ
く
ら
れ
た
の
は
、
明
治

維
新
以
降
の
こ
と
。「
法
制
度
が

〝
近
代
的
〞
で
な
い
と
評
価
さ
れ

た
幕
末
の
日
本
は
、
欧
米
諸
国

の
圧
倒
的
な
国
力
を
前
に
、
不

平
等
な
条
約
を
締
結
せ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
で
し
た
」
と
佐
藤

「
一
流
の
国
」
へ

明
治
日
本
の
悲
願

明治維新以降、“お雇い外国人”の力も借りながら、
欧米の法律をカスタマイズしながら取り入れ、
世界でもユニークな法文化を築いてきた日本。
その経験が今、開発途上国の法整備を通じた
国づくりに役立てられている。
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特
集  

日
本
の
法
整
備
支
援

人
を
守
る
、

国
を
つ
く
る
。
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直
史
・Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
国
際
協
力
専
門

員
（
弁
護
士
）
は
話
す
。「
当
時
、

近
代
的
な
憲
法
を
持
っ
て
い
た
国

の
ほ
と
ん
ど
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
。
少

し
で
も
早
く
近
代
的
な
法
制
度
を

整
え
、『
一
流
の
国
』
に
仲
間
入

り
す
る
こ
と
が
日
本
の
悲
願
だ
っ

た
の
で
す
」。

　
日
本
は
留
学
生
を
海
外
に
派
遣

す
る
な
ど
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
や

ド
イ
ツ
法
と
い
っ
た
大
陸
法
を
中

心
に
、
近
代
的
な
法
律
を
懸
命
に

学
ん
だ
。
そ
の
後
初
代
内
閣
総
理

大
臣
と
な
っ
た
伊
藤
博
文
も
、
１

８
８
２
年
か
ら
１
年
以
上
を
か

け
、
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
立
憲
制
度
を
調

査
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
に
『
日

本
近
代
法
の
礎
』
と
称
さ
れ
る
フ

ラ
ン
ス
人
法
学
者
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
ら
〝
お
雇
い
外
国
人
〞
を
日
本

に
招
き
、
彼
ら
の
力
を
借
り
な
が

ら
法
整
備
を
進
め
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
法
整
備
の
過
程
で

〝
法
律
を
学
ん
だ
〞
起
草
者
た
ち

は
、
明
治
政
府
創
成
期
に
存
在
し

た
「
と
に
か
く
外
国
法
（
フ
ラ
ン

ス
法
）
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
れ

ば
よ
い
」と
い
う
発
想
を
捨
て
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
を
、
そ
の

ま
ま
〝
輸
入
〞
し
て
も
日
本
に
根

付
か
な
い
―
。

　
そ
し
て
起
草
者
た
ち
は
、
外
国

法
を
日
本
の
社
会
や
文
化
、
そ
れ

ま
で
の
制
度
に
適
合
す
る
よ
う

〝
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
〞
し
、
選
択
的

に
取
り
入
れ
る
道
を
歩
み
出
し

た
。

　
こ
の
精
神
は
、
今
も
受
け
継
が

れ
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
法
改
革
で
は
占
領
軍
に
よ
る
英

米
法
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の

の
、
そ
の
時
点
で
の
法
体
系
と
矛

盾
が
な
い
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ

て
き
た
ほ
か
、
現
在
で
も
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
各

国
の
法
制
度
を
比
較
・
研
究
し
な

が
ら
法
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。「
結
果
と
し
て
日
本
は
、
大

陸
法
の
流
れ
と
英
米
法
の
流
れ
を

ミ
ッ
ク
ス
し
た
、
世
界
的
に
も
珍

し
い
法
文
化
を
築
い
て
き
た
の
で

す
」
と
佐
藤
専
門
員
は
話
す
。

　
近
年
、
こ
の
日
本
独
自
の
法
文

化
が
、
自
立
的
か
つ
持
続
的
な
発

展
や
市
場
経
済
の
活
性
化
に
向
け

て
法
整
備
を
急
ぐ
開
発
途
上
国
か

ら
注
目
を
集
め
て
い
る
。
佐
藤
専

な
ぜ
途
上
国
に

注
目
さ
れ
る
の
か
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門
員
は
、「
途
上
国
は
、
そ
れ
ぞ

れ
固
有
の
法
文
化
を
有
し
な
が

ら
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
社

会
の
中
で『
国
際
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
』

を
充
た
し
た
法
制
度
の
構
築
を

迫
ら
れ
て
い
る
の
で
す
」と
話
す
。

そ
れ
故
に
、
試
行
錯
誤
を
繰
り

返
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

を
乗
り
越
え
、
外
国
法
を
学
び

な
が
ら
自
国
に
適
し
た
法
律
を

つ
く
り
上
げ
て
、
世
界
有
数
の

経
済
大
国
と
な
っ
た
日
本
の
〝
プ

ロ
セ
ス
〞
そ
の
も
の
が
参
考
に

な
る
と
い
う
。

　
ま
た
、
法
律
家
一
人
一
人
が

比
較
法
学
の
視
点
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
点
が
、
途
上
国
に
注

目
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
理
由
と

な
っ
て
い
る
。「
歴
史
的
に
欧
米

の
法
律
を
学
ん
で
き
た
日
本
人

は
、
常
に
外
国
の
法
律
に
ア
ン
テ

ナ
を
張
っ
て
お
り
、
日
本
の
法
制

度
だ
け
が
正
し
い
の
で
は
な
い
こ

と
を
知
っ
て
い
る
」。
実
際
に
途

上
国
側
か
ら
、「
日
本
に
学
べ
ば
、

日
本
の
法
律
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ

ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
の
法

制
度
ま
で
分
か
る
」
と
い
う
声
も

聞
か
れ
る
。

　
こ
う
し
た
日
本
の
経
験
を
生
か

し
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
１
９
９
０
年
代

か
ら
ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
国
々

の
法
整
備
に
協
力
し
て
き
た
。「
途

上
国
自
身
が
、
法
の
起
草
、
運
用
、

さ
ら
に
法
律
・
司
法
に
国
民
が
ア

ク
セ
ス
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て

い
け
る
よ
う
に
、
人
材
育
成
を
中

特集　日本の法整備支援
人を守る、国をつくる。

近代的な法律を学ぶため、明治初
期、多くの日本人が渡欧した。フラ
ンス・ドイツ留学を経験している梅
謙次郎（中央）は、帰国後、民法の
起草作業の中心となった人物。そ
の功績が称えられ、現在は「民法
の父」と呼ばれている
（所蔵：法政大学大学史資料委員会）

伊藤博文らによって作成された憲法の草案
は、その後、各条の検討・推敲が行われ、明治
21年3月、伊藤博文が原案を枢密院に持参
し、鉛筆で修正部分を書き入れたといわれて
いる。写真は、「錦絵 枢密院会議之図」（下）と
手書きで修正された大日本帝国憲法
（所蔵：国立国会図書館）

世
界
的
に
珍
し
い

日
本
の
法
文
化 

オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
を

尊
重
し
た

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
支
援

　JICAの法整備支援のアドバイザリーグループは、学者のほ
か、判事、検事、弁護士など、日本の法曹界の実務者も加わっ
て構成されています。法律には、これという“正解”がありません。
例えば民法一つ取っても分野が細分化しており、人によって解
釈もさまざまです。ですから法整備支援を行う上でも、一人の専
門家の意見だけでなく、多角的な視野を確保することがより重
要になってきます。
　私たちはあくまでも“選択肢”を提供する立場。途上国のオー
ナーシップを尊重し、彼ら自身の力でより良い形を導き出せるよ
う後方支援に徹します。どのプロジェクトでもお互い納得いくま
で議論を重ねますが、最終的に私たちと彼らの意見が融合し、
“第三の解決法”にたどり着いたときには、何ともいえない達成
感を感じます。
　日本も現在の法体系に至るまで、長年にわたる試行錯誤を
経ており、それは今も続いています。ですからその過程で培った
経験・ノウハウは、途上国が抱えている課題に還元できる部分
も多い。また逆に、途上国側との議論を通じて、私たちがこれま
であまり疑問視していなかったルールの根拠が意外と曖昧だっ
たりと、日本の法律（学）の弱点に気付かされたりもします。
　JICAの法整備支援の歴史はまだ十数年ですが、最近では
国内の学会で議題に挙がることもあり、確実に関心が高まって
います。実際、ベトナムやカンボジアでの民法支援の成果を、日
本で進行中の民法改正に生かしていこうという動きも出てきて
います。今後も途上国と日本、共に学び合いながら、より良い法
整備を追求していきたいと思っています。

共に学び合い、より良い法整備を

松尾 弘 教授

心
と
し
た
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
」
と
佐
藤
専
門
員
。
ま
た
支
援

に
当
た
っ
て
は
、
国
の
根
幹
を
成

す
法
律
を
つ
く
る
上
で
ど
の
よ
う

な
国
を
つ
く
り
た
い
の
か
と
い
っ

た
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
つ
こ
と
、
つ
ま

り
、
そ
の
国
の
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ

が
特
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
。「
Ｊ

Ｉ
Ｃ
Ａ
は
彼
ら
の
自
主
性
を
最
大

限
尊
重
し
、
そ
の
国
の
実
情
に
合

っ
た
法
律
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か

を
一
緒
に
考
え
て
い
ま
す
。
日
本

伊
は
2
し
い
手
（

法
は
〝
選
択
肢
の
一
つ
〞
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
法
律
づ
く
り
は
、
ま
さ

に
共
同
作
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
」。

　
さ
ら
に
、
法
務
省
や
最
高
裁
判

所
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
（
日
弁

連
）、
大
学
な
ど
の
協
力
を
得
て
、

法
曹
、
研
究
者
な
ど
法
律
の
専
門

家
・
実
務
家
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
現

地
に
派
遣
す
る
な
ど
、
オ
ー
ル
ジ

ャ
パ
ン
体
制
で
取
り
組
ん
で
い
る

こ
と
も
日
本
の
特
徴
だ
。
ま
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
ご
と
に
、
法
学
者
・

実
務
家
ら
で
構
成
さ
れ
る
「
ア
ド

バ
イ
ザ
リ
ー
グ
ル
ー
プ
」
を
設
置

し
、
テ
レ
ビ
会
議
な
ど
を
通
じ
て

日
本
国
内
か
ら
も
現
地
を
支
援
し

て
い
る
（
コ
ラ
ム
参
照
）。「
法
律

は
正
解
が
一
つ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
こ
そ
い
ろ
い
ろ
な
専

門
家
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
自
分

た
ち
に
合
っ
た
法
律
を
主
体
的
に

考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で

す
」。

　
途
上
国
で
の
法
整
備
支
援
―
。

し
か
し
、
決
し
て
私
た
ち
の
生
活

と
無
縁
で
は
な
い
。

　「
例
え
ば
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
な

ど
の
新
興
国
で
市
場
経
済
化
を
支

え
る
法
律
や
制
度
が
整
備
さ
れ
る

と
、
日
本
な
ど
外
国
の
企
業
に
と

っ
て
活
動
し
や
す
く
な
る
と
い
う

効
果
も
期
待
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
や
ネ
パ
ー
ル
、
東
テ

ィ
モ
ー
ル
な
ど
紛
争
か
ら
の
復
興

を
目
指
す
国
で
は
、
失
わ
れ
た
法

律
や
司
法
が
再
構
築
さ
れ
る
こ
と

で
、
暴
力
で
は
な
く
ル
ー
ル
に
よ

っ
て
紛
争
を
解
決
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
平
和
が
定
着
し
て
い
く
。

こ
う
し
て
国
際
社
会
が
安
定
し
て

い
く
こ
と
は
、
日
本
は
も
ち
ろ
ん

世
界
の
国
々
に
と
っ
て
も
重
要
な

こ
と
で
す
」
と
佐
藤
専
門
員
は
話

す
。

　
法
づ
く
り
は
国
づ
く
り
。
一
つ

と
し
て
同
じ
国
は
な
い
中
で
、
そ

の
国
ら
し
い
法
律
を
共
に
考
え
、

共
に
つ
く
っ
て
い
く
。
そ
の
先
に

は
、
人
々
が
平
和
に
暮
ら
せ
る
豊

か
な
社
会
が
広
が
っ
て
い
る
。

「日本近代法の礎」と呼ばれているフランス人法学者・
ボアソナード。明治6年、法律の近代化に必要な法学
教育と法典編纂を日本政府に要請され“お雇い外国
人”として来日。彼を中心にフランス民法をモデルとし
た民法の起草が進められたが、「西欧の法律をそのま
ま輸入すればよい」という発想を捨てた日本は、日本の
社会や文化、制度などに適した形へとカスタマイズして
いった（所蔵：法政大学大学史資料委員会）

ネパール民法改正支援アドバイザリー
グループ委員
ラオス民法アドバイザリーグループ委員

慶應義塾大学大学院 法務研究科　
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